
 
 

 
（平成３０年８月２８日発表） 

【訂正】 
平成３０年８月２１日定例記者会見における 
障害者雇用率算定方法の説明の訂正について   

◆ 概   要  
平成３０年８月２１日（火）市長定例記者会見において、障害者

雇用率の算定方法について、  
総務局長から、「平成３０年度から、障害者雇用率の算定時にお

いて障害者手帳を保有する職員から障害者手帳の写しをとってい

るため、調査を行う考えは今のところありません。」と説明しまし

たが、実際には、障害者雇用率に算入した職員のうち、一部の職員

については、障害者手帳の写しを得ることなく、職員本人の自己申

告により手帳の保有を確認しているケースがありました。  
具体的には、平成３０年６月１日時点の障害者雇用率に算入した

職員８０人のうち、７人から障害者手帳の写しを得ておりませんで

した。  
定例記者会見における説明内容を訂正させていただくとともに、

誤った説明をしたことを、深くお詫び申し上げます。  
なお、その後、障害者手帳の写しの提供など現物確認について、

職員に協力を依頼し、８月２８日１４時時点で、７人全員の障害者

手帳の現物確認ができました。   
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